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■ 令和 3年 7月 21日発行　No.048
■ 編集・発行　昭和村役場　総務課　企画創生係
〒 968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 652
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　
　1ページ　・沢口橋・新田橋の交通規制について

・トンネル「貫通石」お分けします
　2ページ　・70歳～74歳の方の国民健康保険高齢受給者証の一斉更新を行います。
　3ページ　・ヘリ防除の実施について

・水稲カメムシ個人防除及びヘリ防除に伴う薬剤助成について
　4ページ　・診療所からのお知らせ

・昭和村地域振興券を交付します
・村民いこいの湯の使用について

　5ページ　・成年後見無料相談会のお知らせ
・国道252号線の通行止について
・聞こえと補聴器の相談会のお知らせ

　6ページ　・「よいやれ屋」8月のご案内
・昭和中学校資源回収ご協力の御礼

　7ページ　・役場庁舎清掃員を募集します
・皆さんの声聞かせてください！

周知

国道 401号博士トンネル貫通記念
トンネル「貫通石」お分けします

　広報しょうわ号外でもお知らせいたしました
が、国道 401号博士トンネルが難工事の末無事
貫通いたしました。
　その貫通点で採取した「貫通石」を希望され
る村民の皆様にお分けいたしますのでお知らせ
いたします。

【配布場所】
役場正面カウンター
・随時ご自由にお持ちください。
　（役場開庁時間内に限る）
・数に限りがありますので今回の配布では、
   お一人様一個でのご協力をお願いいたします。
・石の在庫が無くなり次第終了といたします。
   あらかじめご了承ください。

　問 産業建設課 建設係  ☎ 57-2123

橋りょう補修工事が着工します
沢口橋・新田橋の交通規制について

　今年度村が発注する橋りょう補修工事につき
まして、下記のとおり現場着工の運びとなりま
したので取り急ぎお知らせいたします。付近を
通行される際にはご注意ください。
【現場工事期間】
令和 3年 8月 2日～令和 3年 12月頃まで

【工事箇所・交通規制内容】
　◎沢口橋　※中向地区から下平方面へ向かう橋
　　野尻字小田垣～沢口地内
　　※全面通行止（日中のみ）
　　　午前 8時～午後 5時まで
　◎新田橋　※国道から新田地区へ向かう橋
　　下中津川字宿ノ原～新田地内
　　※片側交互通行（日中のみ）
　　　午前 8時～午後 5時まで
　工事内容によっては終日通行止となる場合も
あります。（別途周知いたします）
　規制時間は多少前後がする場合があります。
現場には警備員を配置し交通誘導いたします。
　問 産業建設課 建設係  ☎ 57-2123

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

募集

周知
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7/29、7/30各地区で実施します！
70歳～74歳の方の国民健康保険高齢受給者証の一斉更新を行います。
75歳以上の方の保険証は郵送します。

現在交付してある受給者証（保険証）は、8月1日から使用できなくなりますので、交付時に返還し
てください。
※1  代理の方でも結構です。現在お使いの受給者証をお持ちください。
※2 75歳以上の方は返信用封筒にて返還してください。
　● 返還していただく高齢受給者証（保険証）

実施日 時　　間 対象地区 場所

7月29日(木)

午前10:00～10:10 山神平・畑小屋 山神平消防屯所前
午前10:30～11:20 大芦 大芦保健福祉館前
午後1:00～1:20 小中津川 小中津川公民館前
午後1:30～1:50 佐倉 佐倉公民館前
午後2:00～2:20 喰丸 喰丸区長事務所前
午後2:30～2:50 両原 郷土芸能伝承館前
午後3:10～3:30 小野川 小野川生活改善センター前
午後3:40～3:55 奈良布 奈良布自治会館前
午後4:00～4:15 大岐 大岐管理センター前

7月30日(金)

午前10:00～10:15 松山 松山公民館向バス停留所
午前10:30～10:50 野尻 高齢者コミュニティセンター前
午前11:00～11:20 中向 中向公民館前
午後1:30～3:00 下中津川 下中津川区長事務所前

※上記時間は、交付状況により遅れる場合がありますのでご了承ください。 
●新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着用してのご参集をお願いします。
●7月29日、7月30日に来ることができない場合は、8月2日以降役場で交換できます。
●国保（70歳～74歳）の方で、現在お持ちの限度額認定証（あか色）または限度額・減額認定証
（みどり色）を、8月1日以降も継続して必要な方は、事前にご連絡（57-2115）いただければ、
当日会場へお持ちします。当日申請書を書いていただきます。

●その他不明なこと等あれば役場住民係（57-2115）にご連絡ください。
※国民健康保険証（小さい保険証）は9月末に更新予定です。
　問 総務課　住民係 ☎ 57-2115

後期高齢者医療被保険者証

有効期限　　　　年　　月　　日
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　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日
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福島県大沼郡

昭　和　村
昭
和

村
之
印

番号島 55

男
女

男
女
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名

高齢受給者証をお持ちの皆様
（昭和21年8月2日～昭和26年8月1日生まれの方）

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの皆様
（大正元年～昭和21年8月1日生まれの方）
※65歳以上で申請された方も対象です。

周知
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ヘリ防除の実施について

　日頃より防除事業につきましては、特段のご
協力を賜り御礼申し上げます。
　さて、いもち病・カメムシ防除を目的とした
無人ヘリ防除を下記の日程で全村対象に実施い
たします。なお、降雨等により予定どおり実施
できない場合は、日程が順延されますので、予
めご了承ください。
1.いもち病防除・カメムシ防除
薬剤名：ビームエイトスタークルゾル
　　　　（いもち・カメムシ防除混合剤）
期　間：令和3年8月1日(日) ～ 8月2日(月)
時　間：午前 5時 00分より
月日 機数 実施予定地区

8月 1日 (日 ) 2機 松山、野尻、中向、
下中津川、小中津川

8月 2日 (月 ) 2機 佐倉、喰丸、両原、大芦、
小野川※

※作業の進捗状況により日程が前後する場合が
ございます。

※小野川集落の１回目ヘリ防除はいもち病防除
単剤 (ビームゾル )のみ散布いたします。

2.カメムシ防除
薬剤名：キラップフロアブル
期　間：令和3年8月14日(土) ～ 8月15日(日)
時　間：午前 5時 00分より
月日 機数 実施予定地区

8月14日 (土 ) 2機 松山、野尻、中向、
下中津川、小中津川

8月15日 (日 ) 2機 佐倉、喰丸、両原、大芦、
小野川

※作業の進捗状況により日程が前後する場合が
ございます。

3.散布業者
東北スカイテック株式会社（福島営業所）

　問 産業建設課　産業係 ☎  57-2117

周知 水稲カメムシ個人防除及びヘリ
防除に伴う薬剤助成について

　今年もカメムシの発生が多いと予想され、昭
和村病害虫防除団により１回目の空中散布はい
もち病対策及びカメムシ防除の混合薬剤を散布
し、2回目の空中散布はカメムシ単剤のみの散布
を実施いたします。
　なお、カメムシ防除を 2回散布するうち、一
剤分を補助（1/2）いたします。
　また、例年同様に農業者個人が実施する水稲
のカメムシ個人防除に対し、JA会津よつば昭和
営農経済センターで購入した薬剤について購入
費の一部を助成しますので下記を参考に個人で
の薬剤散布も実施しましょう。

個人防除の場合の助成内容

■補助率■
薬剤購入にかかる費用の 1/2
※購入数量が水稲作付面積に対し、極端に多
い場合などは後日確認を行う場合があります。

■補助対象■
令和3年7月1日～令和3年9月10日までに
JA会津よつば昭和支店にて購入した薬剤

■対象薬剤■
MR.ジョーカー粉剤DL・キラップ粉剤DL　等

●個人防除の判断について●
　無人ヘリによる共同防除実施後に個人防除
を行う場合はヘリ防除実施日の７日後を目安
に実施して下さい。

●エコ米を出荷されている農業者について●
　「福島県持続性の高い農業生産方式の導入に
関する指針」に基づき、農薬の使用回数にご
注意いください。
　なお、上記お問い合わせは、JA会津よつば
昭和支店営農経済センター及び役場産業建設
課へお問い合わせください。
　問 産業建設課　産業係 ☎  57-2117

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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診療所からのお知らせ
　直近の診療日をご案内いたします。
　8月 10日～ 12日の期間は総合健診のため、
午前中休診となります。
　また新型コロナウウイルスワクチン接種により、
内科の診療開始時間が午前10時30分（ワクチン
接種終了後）となります。
　午前中の内科診療は、原則としてバス利用者
のみの診察といたします。それに伴い内科診療
は午後からとなります。
※診療バスは通常通り運行します。
※急患の方については、午前中も対応いたします。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は自宅で体温を測っていただき、必ずマスクを
着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
(家族も含む )まずお電話でご相談ください。
○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス
7月21日(水) 検査日 ○

22日(木) 祝日 祝日 海の日
23日(金) 祝日 祝日 スポーツの日
26日(月) ○ ○ 下中津川
27日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
28日(水) 検査日 〇
29日(木) ○ 〇 松山～野尻
30日(金) ○ ○ 大芦

8月2日(月) ○ ○ 下中津川
3日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
4日(水) 検査日 ○
5日(木) ○ ○ 松山～野尻
6日(金) ○ ○ 大芦
9日(月) 祝日 祝日 振替休日

10日(火)午前休診午前休診総合健診(午前中)

○ 内科　診療時間
　  午前10:30～11:30 (受付11:15まで)
    （バス利用者・急患の方のみとなります）
　  午後14:00～16:00 (受付16:00まで)
○  歯科　診療時間
　  午前 9:00～ 11:30 / 午後 13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

昭和村地域振興券を交付します

　新型コロナウイルス感染症により大きな影響
を受けている住民生活及び地域経済を支援する
ために、地域振興券を交付いたします。
●地域振興券とは
　村内の取扱加盟店で使用できる振興券です。
商品券と同じように使用できます。
※取扱加盟店は、8月 18日発行のコバシリに
てお知らせします。

●交付対象者
令和 3年 7月 1日時点の住民基本台帳に記載
されている昭和村民。

●交付額
一人あたり 30,000円

●利用期間
令和 3年 9月   1日（水）から
令和 4年 2月 20日（日）まで

●交付方法
令和 3年 8月 10日から 8月 31日の間に簡
易書留により郵送します。
世帯員の人数分の地域振興券を世帯主宛にお
送りします。

　問 産業建設課　産業係 ☎ 57-2117

周知

村民の皆さまへ
村民いこいの湯の使用について

　村民の方から、いこいの湯の浴室内にある排
水溝にタバコの吸い殻を発見したとの情報が寄
せられました。
　タバコの吸い殻は、排水溝を詰まらせる原因
となり、また、有害物質が含まれていることか
ら利用される方の健康被害も心配されます。
　村民いこいの湯は公共の施設です。利用され
るお一人お一人が注意書きをよくお読みになり、
入浴のマナーを守りながら気持ちよく利用でき
ますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
　問 産業建設課 観光交流係  ☎ 57-2124

周知
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ＪＲ只見線復旧工事に伴う
国道252号線の通行止について

　ＪＲ只見線復旧工事に伴い国道２５２号線が
夜間通行止（時間帯通行止）となりますのでお
知らせいたします。付近を通行される際にはご
注意ください。
【工事箇所】
　金山町大字本名地内
【規制区間】
　JR第6只見川橋りょう工事区間前後 (約100ｍ )
【規制日時】
　令和 3年 8月 16日（月）～ 9月 3日（金）
　までのうち 15日間（夜間・深夜 30分間）
① 午後 11時 00分～午後 11時 30分
② 午前   0時 30分～午前   1時 00分
③ 午前   2時 00分～午前   2時 30分

　問 産業建設課 建設係  ☎ 57-2123

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

周知
耳の聞こえについてお悩みはありませんか？
聞こえと補聴器の相談会のお知らせ

●日　　時　令和 3年 8月２６日（木）
　　　　　　午後 1時～ 3時
●場　　所　すみれ荘
●担当医師　ばばクリニック（二本松市）
　　　　　　馬場　陽子　医師
　「最近耳の聞こえが悪くなった」「補聴器の調
子が悪い」など、少しでも耳に不安をお持ちの方、
相談したい方はお越しください。
・福島県障がい者総合福祉センター主催の相談
会です。
・身体障害者手帳（聴覚障害）を所持している
方は、障害者総合支援法による補装具支給判
定が受けられます。
・身体障害者手帳を持っていなくても、聴力検
査、補聴器の相談ができます。
・高価な補聴器販売を目的とする相談会ではあ
りません。

※相談会出席には事前予約が必要です。別添の
申込書または電話で 8月 10日（火）までに保
健福祉課までお申し込みください。
　問 保健福祉課 ☎  57-2645

NPO法人あいづ安心ネット主催
成年後見無料相談会のお知らせ

　成年後見制度は、認知症や知的障がい等によ
り判断力が不十分な方々を支援する制度です。
　例えば「最近物忘れが多くなって金銭管理が
不安になってきた」、「足腰が弱くなってきたの
で自宅を処分して施設に入りたい」、「障がいを
持った親族の行く末が心配」、「遺言書を残した
いが書き方がわからない」など、法律の専門家、
福祉の専門家が相談に応じます。秘密は厳守さ
れますのでお気軽にご相談ください。

●日　時　令和 3年 8月 20日（金）
午後 1時 30分～ 3時

●場　所　すみれ荘
※相談会出席には事前予約が必要です。別添の
申込書または電話で 7月３０日（金）までに保
健福祉課までお申し込みください。
　問 保健福祉課 ☎  57-2645

周知

周知
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昭和中学校資源回収ご協力の御礼

　6月 19日（土）の昭和中生徒会・同ＰＴＡ
による資源回収では多大なるご協力をいただき、
誠にありがとうございました。
　今年度の資源回収では、５９，５６５円の大き
な収益を得ることができました。この収益金は、
生徒会および生徒活動後援会の活動資金として
有効に活用させていただきたいと思います。
　今後とも、本校教育活動へのご支援とご協力
を賜りますようお願いいたしまして御礼といた
します。

昭和中学校長　　佐藤　隆彰
同ＰＴＡ会長　　本名　　忠
同生徒会会長　　工　　環月

　問 昭和中学校 ☎ 57-2201

周知
喰丸小チャレンジショップ
「よいやれ屋」8月のご案内

　チャレンジショップ in喰丸小「よいやれ屋」
を開催しております。みなさんぜひご来館くだ
さい。来館の際には、引き続き体温測定、マス
ク着用、手指消毒、体調管理等、感染症対策に
ご協力をお願いします。（出店者の都合により変
更、中止がありますので、ご了承ください。）

開催日 出店者 内容
8/1（日） 菅家豊さん ﾏﾀﾀﾋﾞ細工

8/8（日） 菅家豊さん
のんこんの

ﾏﾀﾀﾋﾞ細工
絵、塗り絵

8/14（土） monderico
淡々草々

小物
からむしＷＳ

8/21（土） 菅家タカ子さん手仕事

8/22（日）
のんこんの
栗城松江
umico

絵、塗り絵
手仕事
お菓子

8/25（水） 木曽屋 編み組、体験

8/27（金） 木曽屋 編み組、体験

8/28（土） やまなみ会菅家タカ子さん
食品他
手仕事

8/29（日） 菅家豊さん栗城松江さん
ﾏﾀﾀﾋﾞ細工
手仕事

※ (順不同 )
喰丸小イベント案内
8/1（日）～ 8/8（日）１階集会室２で、菅家
洋子さんによる「ヒロシマ原爆写真ポスター展」
が開催されます。
　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。



広報しょうわ　お知らせ版　No.048 (7)

―急募－
役場庁舎清掃員を募集します

　役場では 8月から 2か月程度、以下の業務を
担っていただける方を募集します。
・業務内容　役場庁舎清掃業務
・募集人数　1名

※応募者が複数の場合は選考を実施
します。

・雇用体系　業務委託契約
・勤 務 日　月曜日　～　金曜日

※木曜日は公民館勤務になります。
・勤務時間　8時 00分～ 17時 00分まで
・委 託 料　日額６，４００円
・福利厚生　勤務中および勤務に係る移動の際の

怪我等につきましては、役場が加入
する保険にて対応いたします。

・委託期間　8月～ 9月の２か月間
・応募方法　本お知らせ版に折り込んでいる個人

委託業務受託申込書に記入のうえ役
場まで提出ください。

・募集〆切　7月 26日（月）
　問 総務課 総務係  ☎ 57-2111

日頃村について考えていること教えてください！
皆さんの声聞かせてください！

　村では、第 6次昭和村振興計画の基本方針で
ある「協創・共助」の実現のため、村民の皆さ
まが時間や場所にとらわれることなく自由に提
案・提言を行える機会を創出するため、「皆さん
の声聞かせてください事業」を新たに始めます。
　村が現在行っている様々な施策等に関するご
意見や、こういうことをやってみてはどうかな
どのご提案・ご提言を広く募集します。
ご提案・ご提言頂いた内容は、役場内部で協議・
検討を行い、必要に応じて事業化や制度化など
を行います。
●ご提案・ご提言方法
　お知らせ版に同梱の提案用紙により、ご提案
をされる方のお名前や、提案内容など必要事項
を記入の上、ご提出ください。
　なお、村ホームページからもオンラインフォー
ムで受け付けています。

●提出先
　ご持参等の場合には、昭和村役場 総務課 企画
創生係にご提出ください。
●その他
　ご提案頂いた内容を役場内部で協議・検討を
行う際には、どなたからのご提案かは秘匿した
状態で行います。ご提案内容を広く公表する場
合には、事前にご連絡を差し上げます。
　問 総務課 企画創生係  ☎ 42-7717

募集 募集





成年後見無料相談会　 ▼　保健福祉課（〆切:7月30日㈮）

氏名 住所 電話番号 相談内容

　お申し込み一覧

聞こえと補聴器の相談会　 ▼　保健福祉課（〆切:8月10日㈫）

氏名 住所 電話番号 相談内容





村役場庁舎清掃業務 
受託申込書 

 
令和３年  ⽉  ⽇ 

 
昭和村⻑ ⾈⽊ 幸⼀ 様 
 

住 所 昭和村⼤字 
⽒ 名              

                        連絡先 
 
 

私は、村役場庁舎清掃業務を受託したいので以下のとおり申し込みます。 
 
 

健康状態 良好 ・ 普通 ・ 不安 

勤務⽇ 週５⽇勤務可能 ・ 週５⽇勤務に不安あり 

清掃業務 

勤務経験 

ある ・ なし     ある場合は当時の勤務先を記述ください。 

            （                   ） 

志望の動機  

 
 
 





お名前

年　齢

ご連絡先 （電　話）

（メール）

ご提案・ご提言の分野 ※ご提案内容に最も近いものを選んでください。

1.防災・減災に関すること　2.公共交通・バスに関すること　3.通信・ネットワークに関すること
4.地域づくり・集落に関すること　5.商工・観光に関すること　6.農業・有害鳥獣に関すること
7.道路・河川に関すること　8.医療・介護に関すること　9.教育・子育てに関すること
10.移住・定住に関すること　11.空き家に関すること　12.その他に関すること

ご提案・ご提言のタイトル

ご提案・ご提言の内容

お住まいの行政区 1.松山　　2.野尻　　3.中向　　4.下中津川　　5.小中津川　　6.佐倉
7.喰丸　　8.両原　　9.大芦　　10.小野川　 　11.村外

10代　　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　70代　　80代　　90代

　ご記入いただく個人情報は、本事業のみに使用することとし、「昭和村個人情報保護条例」に
基づき取り扱います。
　無記名での、ご提案・ご提言は本事業の趣旨から無効とさせていただきますので、必ず記名の
上、ご提案くださいますようお願いします。

※記入欄が不足する場合等には、必要事項が記載されていれば、任意様式でも構いません。

「皆さんの声聞かせてください」提案用紙



みなさんの声
聞かせてください

防災・減災

公共交通・バス

通信・ネットワーク

地域づくり・集落

農業・有害鳥獣 道路・河川

医療・介護

教育・子育て 移住・定住

空き家

みなさんの声
聞かせてください

あなたが日頃思っているコト、考えているコトを村政に反映しよう！

村では、第 6次昭和村振興計画の基本方針に「協創・共助」、「持続可能」を掲げています。
村づくりを進めていく上で、今後はより村民のみなさんと行政が手を取り合いともに歩んでいくことが
重要と考えています。人口減少が進む中で、行政だけでは解決できない課題も、共に考え行動すること
で新たな解決策が見つかるかもしれません。

そこで、この度「みなさんの声聞かせてください事業」と題して、様々な年代の方が、自由なタイミン
グで気軽に提案・提言を行える仕組みをはじめます。

https://www.vill.showa.fukushima.jp/procedure/2013/

　ご提案・ご提言は、裏面の提
案用紙または村ホームページの
専用フォームから行えます。
　必須事項を必ずご記入の上、
ご提案・ご提言ください。

　ご提案・ご提言には、❶氏名、
❷年齢、❸お住まいの行政区、❹
連絡先、❺提案・提言の分野、❻
提案提言・タイトル、❼提案・提
言内容をすべてご記入ください。
　ご提案・ご提言は、記名方式
で受け付けますが内部での検討・
協議の際には、ご提案・ご提言
者の情報は、秘匿した状態で行
います。

　ご提案・ご提言を受け付けた
後、担当課での現状の把握の他、
役場内部で、ご提案内容の協議
検討を行います。
　検討結果によって、事業化や
改善等の必要な対応を行います。
　また、定期的に広報紙等によ
るご紹介を予定しています。

01 ご提案の方法 02 必要事項 03 ご提案後の流れ

お問い合わせ |昭和村 総務課 企画創生係 0241-42-7717 kikakusousei@vill.showa.fukushima.jp



① 「緊急事態宣言地域」や「まん延防止等重点措置地域」をはじめとした感
染拡大地域等との不要不急の往来は控え、旅行や帰省等を含め県境を
越える移動についても、極力控えましょう。

② 本村でも、ワクチン接種が進んでいますがワクチンは接種した方の重症化

を緩和するものであり、コロナウイルスに感染しない、感染させない訳
ではありません。接種が終わったとしても基本的な感染対策を続けましょ
う。

夏場は、エアコンの使用で密閉空間になりやすいので、１時間に１回は
換気をしましょう。

③ 発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養し、体調に
異常を感じたときは「帰国者・接触者相談センター
（電話 0120-567-747）」に相談しましょう。

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課） 電話 57-2645（24 時間対応）

熱などの症状があって昭和村国保診療所を受診するときは

必ず事前に電話でご相談ください。

昭和村国保診療所 電話 57-2255 受付時間 9時から 17 時（平日のみ）

令和３年７月２１日発行

感染拡大を防ぐため、一人ひとりが「うつらない、うつさない」、ウイルスを

「持ち込まない」という強い思いを持って行動していただくようお願いします。

裏面もご覧下さい
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LOCAL MONEY

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている住民生活及び
地域経済を支援するため、「昭和村地域振興券」が発行されます！
商工会の会員・非会員を問わずの募集となりますので、非会員の方も、
是非ご加盟ください。

加盟店を募集します！
昭和村地域振興券発行事業

※募集締切日以降の申込は、加盟店一覧表に事業所名が記載されませんのでご注意願います。

加盟料、換金手数料は無料です。
ただし、換金方法は口座振替のみとし、原則ゆうちょ銀行
の口座をご用意ください。

加盟資格

募集期間

申込方法

その他

昭和村内に店舗・事業所があり事業を営む者

令和3年 7月26日（月）～令和3年8月4日（水）

別紙申込書に記入し昭和村商工会へお申し込みください。

『昭和村地域振興券とは』
村内の取扱加盟店で使用できる振興券です。商品券と同じように使用できます。
交付額は、村民 1人あたり 3万円で、8月中に交付されます。

（お問い合わせ・申込み） 57-3100
TEL

57-3101
FAX

昭和村商工会

9月1日（水）
使用開始



事 業 所 名

代 表 者

住 所

業 種

（ 取 扱 品 ）

電 話 番 号

振込口座（※ゆうちょ銀行限定　）

※振込先口座がゆうちょ銀行以外の場合は商工会へご相談ください。

※複数の店舗がある場合は、店舗ごと申込書を提出してください。

昭和村地域振興券加盟店申込書

口 座 番 号

記号 番号

令和３年　　　月　　　日

「昭和村地域振興券」発行事業の趣旨に賛同し、取扱加盟店として登録を申請します。

昭和村商工会長　　殿

（ふりがな）

口座名義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合口座の場合は通帳に記載のある方のみご記入ください。

～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。

  

電話相談 特設相談 お問い合わせ先

月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

   8月 6日（金）
午前 10時 00分～

午後 3時 00分

会津坂下町
社会福祉協議会

     0242-83-1368

８月６日（金）
８月２７日（金）
午前 9時 30分～正午

西会津町
社会福祉協議会

     0241-45-4259

８月 6日（金）
午前 10時 00分～正午 柳津町

社会福祉協議会

     0241-42-34188月 3日（火）
午前 10時 00分～正午

特設相談はありません

電話相談をご利用ください

三島町
社会福祉協議会

     0241-52-3344

特設相談はありません
電話相談をご利用ください

金山町
社会福祉協議会

     0241-55-3336

特設相談はありません
電話相談をご利用ください

昭和村
社会福祉協議会

     0241-57-2655

6町村合同かわら版

ここねねっっとと！！ 
発 行
会津坂下町社会福祉協議会 三島町社会福祉協議会

西会津町社会福祉協議会  金山町社会福祉協議会
柳津町社会福祉協議会   昭和村社会福祉協議会

令和 3年

8 月号

弁 護 士
相 談 会

心配ごと
相 談

電 話
相 談

弁 護 士
相 談 会

ボランティア活動をされる皆さんへ

疲れがたまってくると、気が緩んで事故につながる可能性があります。

ためらわずに、休憩しましょう



～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。
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午後 3時 00分

会津坂下町
社会福祉協議会

     0242-83-1368

８月６日（金）
８月２７日（金）
午前 9時 30分～正午

西会津町
社会福祉協議会

     0241-45-4259

８月 6日（金）
午前 10時 00分～正午 柳津町

社会福祉協議会

     0241-42-34188月 3日（火）
午前 10時 00分～正午

特設相談はありません

電話相談をご利用ください

三島町
社会福祉協議会

     0241-52-3344

特設相談はありません
電話相談をご利用ください

金山町
社会福祉協議会

     0241-55-3336

特設相談はありません
電話相談をご利用ください

昭和村
社会福祉協議会

     0241-57-2655
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弁 護 士
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ボランティア活動をされる皆さんへ

疲れがたまってくると、気が緩んで事故につながる可能性があります。

ためらわずに、休憩しましょう
疲れがたまってくると、気が緩んで事故につながる可能性があります。



令和 3年 7月 1日からの大雨により、静岡県熱海市において大規模な土石流による
被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
昭和村社会福祉協議会では、標記義援金の受付を行います。お寄せいただきました義

援金は、日本赤十字社を通じて被害に遭われた方々へ届けられます。
なお、物品の寄託につきましては、当会では受け付けしておりませんので、ご了承く

ださい。

義援金寄託方法（下記のいずれかの方法で義援金の寄託ができます）

１．昭和村社会福祉協議会（すみれ荘）の窓口で寄託
  すみれ荘までお越しいただくことが困難な場合は、職員が伺しますので、

電話57-2655 までご連絡ください。
義援金をお預かりした際には、日本赤十字社の領収書を発行いたします。

２．郵便振替口座へ振り込み

口座番号：00110-9-604276
加入者名：日赤令和 3年 7月大雨災害義援金
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と明記してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口で取り扱いの場合、振込手数料は免除されます。

～当会の義援金受付は令和 3年 8月 31日（火）までです～

令和 3年 7月大雨災害義援金受付について

社会福祉協議会からのお願いです

住民意識調査を実施します

社会福祉協議会では、昭和村に住

所のある世帯（一部を除く）を対象に

「集落内の支え合い状況に関す

る住民意識調査」を実施いたしま
す。

8 月中旬から下旬ごろにかけて、

民生児童委員・主任児童委員が調査

票の配布と回収をおこないますの

で、ご協力をお願いいたします。

なお、社会福祉協議会広報誌「てのひら」

で調査結果の一部掲載を予定しておりま

す。

成年後見無料相談会

例えば
◇最近物忘れが多くなって金銭管理が不安

◇足腰が弱ってしまい、自宅を処分して施設に入りたい

◇障がいを持った親族の行く末が心配

◇遺言書を残したいが書き方がわからない

など、心配なことがある方、

法律の専門家、福祉の専門家が相談をお受

けします。

日時：令和 3年 8月 20日（金）

午後 1時 30分～午後 3時

会場：すみれ荘
※事前にご予約が必要です。7月 30日（金）まで

昭和村役場保健福祉課 電話57-2645へ

お申込みください。

◇足腰が弱ってしまい、自宅を処分して施設に入りたい
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特定地域づくり事業協同組合合の特
設設立
特定
立立立立立を

地域づく定地定
をををををををををををををを官民一一体官官官官 体

り事業協同組合合ののののののくり
体体体体体体体体体体体体でで目目指指ししてていいまますす。。

本事業の詳しい目的は裏面でご案内いたします。

柳津町・三島町・昭和村の各商工会・事業主・行政関係者などが
意思疎通を図りながら、連携して組合の設立を目指しています。

組組合合設設立立推推進進主主体体

奥奥会会津津特特定定地地域域づづくくりり事事業業協協同同組組合合設設立立準準備備協協議議会会

対対象象地地域域：：柳柳津津町町・・三三島島町町・・昭昭和和村村

組組合合でで何何ををすするるのの？？

組合員となった事業主に、組合が雇
用した正職員（地域の若者・移住者
など）を有償で派遣し、事業の担い
手を確保します。

※※組合の運営には国などの
公費補助が得られます。

だだれれがが組組合合にに入入れれるるのの？？

飲食店・民宿/旅館・農家・
林業者・食品加工・介護施設・
小売・観光業など様々な個人/
法人の事業主が加入できます。

※※建設現場・警備・医療関連業務
などを除きます。

事事業業ののイイメメーージジとと対対象象者者

特特定定地地域域づづくくりり事事業業協協同同組組合合

飲飲
食食
業業

宿宿
泊泊
業業

観観
光光
業業

農農
林林
業業

食食
品品
加加
工工

介介
護護
福福
祉祉 eettcc......

若若者者・・移移住住者者ななどど
のの担担いい手手をを派派遣遣

派派遣遣のの利利用用料料金金ななどど
をを支支払払いい

22002211..
88..11..((日日））
説説明明会会
開開催催!!

詳詳ししくくはは裏裏面面



特特定定地地域域づづくくりり事事業業協協同同組組合合設設立立準準備備説説明明会会

発発熱熱ななどどのの症症状状がが
ああるる場場合合はは参参加加をを
ごご遠遠慮慮くくだだささいい。。
ママススククのの着着用用をを
おお願願いいいいたたししまますす。。

お問い合わせ先
柳津町商工会（☎0241-42-2552）三島町商工会（☎0241-52-2430）
昭和村商工会（☎0241-57-3100）
設立準備協議会事務局（一般社団法人IORI倶楽部 ☎0241-52-3444 ）

本事業にご関心のある住民・事業主の皆様、組合で正職員として
働くことにご関心のある方はぜひご参加ください。

22002211年年８８月月１１日日（（日日））
柳津町 やないづふれあい館 9:30～11:00
三島町 町民センター 13:00～14:30
昭和村 昭和村公民館 15:30～17:00

※参加無料、事前予約は不要です。
※説明会の内容は各回同じになります。

特特定定地地域づくり事業協同組合が域づくり事業協同組合が

目目指指すす未未来来

事業主には、事業の担い手を派遣す

ることで、既既存存事事業業のの継継承承と新新規規
事事業業のの開開拓拓を支援！

地域住民・移住者には、組合の正職員

として安安定定ししたた職職場場をを提提供供！！

地域には、就労環境の改善による除雪

や介護などの必必須須事事業業のの魅魅力力向向上上
と、雇雇用用のの受受けけ皿皿を整備！

広域連携が目指すその他の成果
・安定した就労先の確保
・賃金水準の向上

三町村の広域連携で三町村の広域連携で
地地域域のの持持続続可可能能性性をを実実現現

ささららにに詳詳ししいい事事業業のの内内容容はは
ここちちららでで説説明明いいたたししまますす。。


